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世帯にいる全員が住民税非課税である
（住民税をおさめている人がいない）

“非課税世帯に対する給付金”早わかり表
＼ご自身が対象かわからない方へ／

基準日12月13日時点で横須賀市に住民登録がある

世帯の中に課税者（住民税をおさめている人）
に扶養されている人がいない

基準日12月13日時点で住民登録がある
市区町村にお問い合わせください。

“支給対象外”です。

世帯の中に課税者（住民税をおさめている人）
に扶養されていない人もいる

“支給対象”と見込まれます。

＊支給対象と見込まれるにも関わらず、書類が届かない方は２ページ目へ

はい

いいえ
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はい
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いいえ

はい
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“支給対象”なのに書類が届かない方へ

・令和６年１月２日以降に入国した方

・令和６年１月２日以降に横須賀市に転入された方

・令和６年中に離婚をして非課税世帯になった方

・未申告の方（申告していただく必要があります）

・修正申告をして令和６年度非課税になった方

左記のような横須賀市で税情報が確認できない方には、

給付金の対象となるかどうか判断ができないため、

書類を発送していません。

ご自身が対象となる可能性がある場合は、

臨時特別給付コールセンター（℡0120-934-573）

にお問い合わせください。

…など


